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米
軍
ヘ
リ
パ
ッ
ド
建
設
工
事
現
場
に
お
け
る
ダ
ン
プ
カ
ー
に
よ
る
機
動
隊
員
輸
送
に
関
す
る
質
問
主
意
書

二
〇
一
六
年
十
月
十
二
日
付
「
琉
球
新
報
」
及
び
「
沖
縄
タ
イ
ム
ス
」
が
報
じ
る
と
こ
ろ
を
総
合
す
る
と
、
米
軍
北
部
訓
練

場
内
の
ヘ
リ
パ
ッ
ド
建
設
工
事
現
場
で
同
年
十
月
十
一
日
午
後
一
時
頃
〜
一
時
半
頃
、
工
事
作
業
員
が
運
転
し
、
走
行
し
て
い

る
工
事
用
車
両
（
以
下
、
ダ
ン
プ
カ
ー
と
い
う
）
二
台
の
荷
台
に
約
二
十
人
ず
つ
機
動
隊
員
が
乗
っ
て
い
る
の
が
確
認
さ
れ
た

と
い
う
。

右
に
つ
い
て
、
沖
縄
県
警
察
は
、
「
ダ
ン
プ
三
台
で
機
動
隊
員
約
五
十
人
を
抗
議
の
現
場
に
派
遣
し
た
」
と
事
実
を
認
め
て

い
る
。
（
前
記
「
琉
球
新
報
」
）

こ
の
間
、
私
は
、
米
軍
ヘ
リ
パ
ッ
ド
建
設
工
事
現
場
に
お
け
る
沖
縄
県
警
察
及
び
全
国
の
各
警
察
か
ら
派
遣
さ
れ
た
約
五
百

人
と
も
い
わ
れ
る
機
動
隊
員
に
よ
る
違
法
・
不
当
な
検
問
や
交
通
規
制
、
並
び
に
報
道
・
取
材
の
自
由
を
侵
害
す
る
「
琉
球
新

報
」
及
び
「
沖
縄
タ
イ
ム
ス
」
記
者
に
対
す
る
不
当
拘
束
等
を
強
く
指
弾
し
て
き
た
。

今
回
の
米
軍
ヘ
リ
パ
ッ
ド
建
設
工
事
現
場
に
お
け
る
ダ
ン
プ
カ
ー
に
よ
る
機
動
隊
員
輸
送
も
、
そ
の
法
令
上
の
根
拠
に
つ
い

て
多
く
の
疑
問
を
抱
く
も
の
で
あ
る
。

以
下
、
質
問
す
る
。

一



一

前
記
「
琉
球
新
報
」
に
よ
る
と
、
沖
縄
県
警
察
は
、
「
ダ
ン
プ
三
台
で
機
動
隊
員
約
五
十
人
を
抗
議
の
現
場
に
派
遣
し

た
」
と
認
め
た
上
で
、
「
（
十
一
日
）
午
前
八
時
二
十
三
分
ご
ろ
か
ら
Ｎ
�
地
区
で
抗
議
参
加
者
が
入
り
、
工
事
を
妨
害
し

て
い
る
と
の
情
報
が
あ
っ
た
。
ゲ
ー
ト
前
か
ら
隊
員
を
移
動
さ
せ
る
に
は
約
二
キ
ロ
の
距
離
が
あ
り
、
路
面
も
舗
装
さ
れ
て

い
な
い
た
め
、
早
急
に
対
応
を
す
る
た
め
に
や
む
を
得
ず
工
事
用
車
両
に
乗
せ
て
も
ら
っ
た
」
と
説
明
し
て
い
る
が
、
事
実

関
係
や
説
明
に
相
違
な
い
か
。
米
軍
ヘ
リ
パ
ッ
ド
建
設
工
事
現
場
に
お
い
て
、
ダ
ン
プ
カ
ー
が
機
動
隊
員
ら
を
輸
送
し
た
日

時
及
び
当
該
ダ
ン
プ
カ
ー
の
台
数
、
輸
送
し
た
機
動
隊
員
の
数
を
特
定
し
た
上
で
、
か
か
る
輸
送
行
為
を
行
っ
た
理
由
を
明

ら
か
に
さ
れ
た
い
。

仮
に
、
「
早
急
に
対
応
す
る
た
め
」
、
米
軍
ヘ
リ
パ
ッ
ド
建
設
工
事
現
場
に
急
行
す
る
必
要
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
当
該

現
場
ま
で
の
「
距
離
」
や
「
路
面
の
舗
装
」
状
況
は
、
警
察
機
動
隊
員
を
工
事
用
車
両
た
る
ダ
ン
プ
カ
ー
で
輸
送
す
る
に
足

り
る
理
由
に
は
当
た
ら
な
い
と
考
え
る
が
、
そ
の
妥
当
性
、
適
切
性
に
対
す
る
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

二

前
記
「
琉
球
新
報
」
に
よ
る
と
、
沖
縄
県
警
察
は
、
米
軍
ヘ
リ
パ
ッ
ド
建
設
工
事
現
場
に
お
け
る
ダ
ン
プ
カ
ー
に
よ
る
機

動
隊
員
輸
送
に
つ
い
て
、
「
（
米
軍
）
基
地
内
な
の
で
根
拠
法
令
は
な
く
、
道
路
交
通
法
は
適
用
さ
れ
な
い
。
こ
れ
ま
で
に

も
数
回
事
例
は
あ
る
」
と
の
見
解
を
示
し
て
い
る
。
政
府
の
見
解
も
右
沖
縄
県
警
察
見
解
と
相
違
な
い
か
、
政
府
と
し
て
把

二



握
す
る
こ
れ
ま
で
の
「
事
例
」
を
全
て
明
ら
か
に
し
た
上
で
、
当
該
機
動
隊
員
ら
が
在
日
米
軍
施
設
・
区
域
内
に
進
入
し
た

法
的
根
拠
を
示
さ
れ
た
い
。

な
お
、
当
該
根
拠
法
令
が
、
い
わ
ゆ
る
日
米
地
位
協
定
の
実
施
に
伴
う
刑
事
特
別
法
第
十
条
に
定
め
る
「
合
衆
国
軍
隊
の

権
限
あ
る
者
の
同
意
」
に
基
づ
く
な
ら
ば
、
当
該
同
意
が
得
ら
れ
た
日
時
を
併
せ
て
示
さ
れ
た
い
。

三

概
し
て
、
在
日
米
軍
施
設
・
区
域
内
に
お
け
る
工
事
等
の
請
負
業
者
役
員
や
従
業
員
ら
が
、
当
該
施
設
・
区
域
内
に
進
入

し
、
活
動
す
る
場
合
、
道
路
交
通
法
等
の
日
本
国
法
令
の
遵
守
義
務
は
生
じ
る
の
か
否
か
、
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

三


